
１.　場　　所　 　一般国道７号　大館市釈迦内
  し ゃ か な い

　地内
　

２.　規制期間 令和３年９月７日(火)～令和３年１１月２４日（水）

３.　規制内容　　　高さ４．１ｍを超える特殊車両の通行止め

４.　迂回路　　　秋田自動車道（大館南IC～大館北IC）(無料区間)
を迂回してください

　　　国土交通省　能代河川国道事務所　道路管理課　　　　☎　０１８５－７０－１２７５

　　　国土交通省　能代河川国道事務所　大館国道出張所　　☎　０１８６－４９－０３２１

　　　大館市　建設部　土木課　　　　　　　　　　　　　　☎　０１８６－４３－７０８０

　　　日本道路交通情報センター　秋田情報　　　　　　　　☎　０５０－３３６９－６６０５

◎問い合わせ先

  一般国道７号　車両通行制限　のお知らせ

　　　　　一般国道７号を横架する、大館市管理の日景町
     ひかげちょう

橋補修工事
　　　　のため、以下のとおり高さ４．１ｍを超える特殊車両は通行止め
　　　　となりますのでご協力をお願いします。

規制箇所
ひかげちょう

日景町橋

迂回路

秋田自動車道（大館南IC～大館北IC）

(無料区間)

大館北ＩＣ

大館南ＩＣ

出典：地理院地図に規制場所等を追記して掲載


